
   ＷＴＯ農業交渉及び日豪ＥＰＡ交渉に関する意見書 

 

今年２月に正式に再開されたＷＴＯ農業交渉は、７月末までにモダリティー合

意に達して、年内に決着させる方向で協議が進められています。とりわけ、重要

品目と特別品目の数と税率の扱いは、各国・地域の固有の課題に直結するため、

大きな争点になっています。 

また、日豪ＥＰＡ交渉は、７月末に第２回交渉が予定されており、我が国の食

料・農業・農村の存亡にかかわる重大な局面を迎えようとしています。 

農林水産省によれば国境措置を撤廃した場合の国内農業等への影響は、国内の

農業生産額が約３兆６千億円減少し、約３７５万人の就業機会を喪失し、食料自

給率は１２％台まで低下すると試算されており、交渉の結果によっては、農業だ

けでなく、関連産業及び地域経済に甚大な影響を及ぼすことが懸念されておりま

す。 

農業を基幹産業の１つとしている本市にとっても、ＷＴＯ農業交渉及び日豪Ｅ

ＰＡ交渉のあり方と行方は極めて重要な問題であります。 

よって、国会及び政府におかれては、ＷＴＯ農業交渉や日豪ＥＰＡ交渉に当た

っては、次の事項が実現されるよう、強く要望いたします。 

１ ＷＴＯ農業交渉においては、農業の果たす多面的機能を踏まえ、上限関税の

設定を導入しないことや、重要品目の十分な確保や一定の関税の維持など、適

切な国境措置を堅持すること。 

２ 日豪ＥＰＡ交渉においては、米、麦、牛肉、乳製品など我が国の重要な農畜

産物について除外または再協議の対象となるよう、断固たる対応を取ること。 

  

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

 

平成１９年７月９日 

 

           長岡市議会議長  五 井 文 雄 

 

（あて先） 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業

大臣 

 


